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公共工事における入札金額見積内訳書の様式変更について（お知らせ）

　公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）により、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類（以下、「入札金額見積内訳書」という。）を提出することとされています。
令和６年６月１４日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入契法が改正され、材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費の内訳を記載した内訳書を提出することになりました。
これに伴い、入札金額見積内訳書の様式に労務費等の記載欄を追加するほか、労務費の適正性を調査しますので、お知らせします。
令和８年４月１日以降に入札公告または指名通知を行う建設工事については、以下の参考様式の項目を記載した内訳書を提出してください。

記

１　内訳書の提出方法等
（1） 　入札参加者は、その金額にかかわらず、内訳書を提出してください。
（2） 　内訳書の提出　≪別紙≫
　　ア　一般競争入札では、公告に従い、内訳書を提出してください。
　　イ　指名競争入札では、内訳書を入札書と同じ封筒に入れて提出してください。
· 指名競争入札の場合、最初の入札時のみ内訳書を提出してください。再度入札時には、必要に応じて提出をお願いすることがあります。
（３）　入札金額見積内訳書への記載事項の追加
　　　　材料費、労務費、法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担分）、建設業退職共金共済（建退共）契約に係る掛け金、安全衛生経費
　※ 当面の間は「必ず記入」とはせず、記入がない場合も入札を無効としませんが、記入できなかった理由等を口頭で確認します。

２　入札額に相違があった場合
　　内訳書の入札額が『入札書』に記載された金額より少額の場合は、『無効』となりますのでご注意ください。
３　内訳書の未提出
　　次の場合は、内訳書の未提出として、当該入札参加者の入札は公告又は指名通知に示す事項に反した入札とし、当該入札を原則『無効』とする。
（1） 　内訳書の全部が提出されていない場合
（2） 　内訳書の一部が提出されていない場合
（3） 　内訳書として提出されたものが、明らかに当該入札の内訳書と関係のないものと発注者が判断した場合
（4） 　内訳書に記載された工事名、工事場所、直接工事費の内訳（工種名）及び入札額等から、明らかに他の工事の内訳書であると発注者が判断した場合
（5） 　内訳書に記載された入札参加者の所在地、名称・商号及び代表者から、明らかに当該内訳書が入札書を提出した者と異なる者の内訳書と発注者が判断した場合
（6） 　上記（１）から（５）以外で発注者が「内訳書の未提出」と判断した場合

４　不備な内訳書
　　次の場合は、不備な内訳書を提出した者として、当該入札を原則無効とする。
（1） 　上記３（５）に規定する他社の内訳書と一緒に提出された内訳書
（2） 　複数の内訳書が提出された場合、その内訳書の入札額が異なる場合の各内訳書
（3） 　入札額だけが記載された内訳書
（4） 　内訳書の入札額の内訳の部分において、発注者が「必ず記入」とした欄に金額が記載されていない内訳書
（5） 　工事名、工事場所の欄に記載がない内訳書
（6） 　入札参加者の所在地、名称・商号、代表者名の欄に記載がない内訳書
（7） 　代表者の押印のない内訳書
（8） 　上記（１）から（７）以外で発注者が「不備な内訳書」と判断した内訳書

５　その他
（1） 　入札参加者がいったん提出した内訳書の書換え、引替え又は撤回はできません。また、提出された内訳書は、返却しません。
（2） 　入札の際に内訳書の提出を求める入札案件は、公共工事の入札案件のみとなります。業務委託や物品等の入札では、内訳書の提出は必要ありません。
（3） 　内訳書の内容から談合等の不正行為が疑われる内訳書が提出された場合は、必要に応じて入札の中止等の措置を講じます。
（４）　契約締結後の提出書類「請負代金内訳書」には、法定福利費の金額を記載する必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（５）入札金額見積内訳書に記載した直接工事が、一定水準を下回った場合、理由の確認を行います。（労務費のダンピング調査）≪様式１、様式２≫


【参考１】
　　　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（抄）
　（入札金額の内訳の提出）
第１２条　建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。

【参考２】
　　　越生町建設工事請負契約約款
第３条に、請負代金内訳書及び工程表の提出、適正な労務費の確保などについて、明記しています。
第７条の３に、下請負人の健康保険等加入義務等について、明記しています。

【参考３】
建設業の法定福利費に関しては、国土交通省ホームページを参考にしてください。
　「建設業における社会保険加入対策について」のページ内にある「２．知りたいことを探す」より、①内訳明示した見積書の概要及び②見積書の作成手順等を参考にしてください。
　https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html

【参考４】
労務費のダンピング調査に関しては、労務費に関する基準ポータルサイト（国土交通省ホームページ）を参考にしてください。

https://roumuhi.mlit.go.jp/related-measures/g-men
